
協定

１．救護所医療チーム、保健活動チーム、防疫チームの編成

２．医療に必要な医療器具、医薬品及び衛生資機材の調達

３．前号が困難なときは、県災害対策本部に支給要請

４．医療機関の被災状況の情報収集及び町内医療機関への診療依頼（P７を参照）

５．広域災害救急医療情報システムEMISでの確認

６．電話、メール又は無線等、通信手段の確保

７．加茂医師会、加茂歯科医師会に医師、歯科医師等の派遣依頼

８．医療救護活動の記録、文書管理及び会計処理

９．町災害対策本部との連絡調整、情報の伝達収集と提供

１０．災害ボランティアの受け入れ及び配属

１１．移動採血車の受け入れ及び献血の呼びかけ

１２．その他、医療班のどのチームにも属さない事項

＜医療班が編成する体制＞

①救護所

医療チーム

②保健活動チーム
安否確認班と協働

③防疫チーム

（感染予防、防疫対策）

インフラ部門の

被害調査班と共同

１．傷病者の後方医療機関への転送の

可否及び優先順位の決定

（トリアージ）

２．傷病者に対する応急処置

３．転送困難な患者及び避難所等にお

ける軽症患者に対する医療

４．看護

５．助産

６．死亡の確認

７．服薬指導

別紙６ 組織図と役割 医療班（原則として発災～２日間）

・加茂医師会 ・医師

・看護師

・加茂歯科医師会 ・歯科医師

・歯科衛生士

・薬剤師

＋

町職員（保健師＋事務）

・町保健師

・町管理栄養士

・嘱託保健師

・嘱託看護師

・嘱託管理栄養士

・嘱託歯科衛生士

＜保健活動＞
・心のケア

・歯科保健

・母子保健

・その他の保健（健康状態悪化者、乳幼児、

アレルギー、生活保護受給者等）

・感染予防指導

・感染症患者対策

・感染症発生状況及び防疫活動の周知

・消毒

１．軽症者

救護所、救護医院、指定避難所における応急手当

町内医療機関で対応

２．重症者

医療班

＜負傷者の振り分け＞

救急車・公用車の手配、

県にヘリコプター要請をする

町災害対策本部

（事務部門）

医療チームから救護病院、災

害拠点病院へ搬送要請があっ

た場合、医療班は町災害対策

本部と協議

３．自宅にいる人

・自力で救護所、町内医療機関へ行く

・自主防災組織や近隣住民の力を借りて

救護所や町内医療機関へ

＜要援護者対策＞
・精神障害者等

・難病患者等

・高齢者、心身障害者（児）等

統括:消防団団長

代行:消防団副団長

避難所の衛生管理・消毒

※衛生管理・・・ねずみ族、昆虫等の駆除

○基盤整備課長

産業環境課長

○総務課長

企画課長

議会事務局長

税務課長

会計室長

○住民課長

教育支援課長

生涯学習課長

健康福祉課長

こども園長

学校給食共同

調理場長

川辺町

災害対策本部

※本部長は必要に応じて

本部員会議を開催する。

※現地対策班は必要に

応じて本部長の判断で設

置する。

本部長

（町長）

副本部長

（教育長）

住民部門

事務部門

インフラ部門

統括班

庶務班

通信班

情報班

議会調整 町会議員

自主防災組織

現地対策本部

安否確認

避難所開設

医療班

物資・食糧管理供給班

学校・こども園調整 小中学校教職員

炊き出し班

被害調査班

インフラ庶務班

消防対策部門 消防団本部 消防団本部

各方面隊

県災害対策支部

県災害対策本部
町内医療機関

救護病院

（太田病院）

災害拠点病院
（中部国際医療センター）

あらかじめ発災時に協力してもらえる

よう合意形成しておく

・全国ボート場所市町村協議

会加盟市町村災害相互応援

協定書（H24.7.27） 24市町

・美濃加茂定住自立圏災害

時における応援に関する協

定書（H26.1.28） 8市町村

・災害時の歯科医療救護に

関する協定書（岐阜県歯科

医師会）（H16.11.18）

・災害時の医療救護に関す

る協定書（加茂医師会）

（H17.8.19）

・災害時における物資支給に

関する協定書（スギ薬局）

（H26.1.26）

・災害時の医療救護に関す

る協定書（岐阜県）

（H26.2.10）

・災害時の歯科医療救護に

関する協定書（加茂医師会）

（H26.3.18）

時間毎の詳細は別紙

発災時の優先順位：①→②→③

（防疫）

＜事前対策＞
１．救護所、救護医院及び救護病

院の

指定、住民への周知

２．災害時における町内医療機関

への

協力依頼と役割の確認

３．医療救護に必要な資機材の整

備

４．医療救護活動に必要な人材の
等

・町職員

川辺町社協との協力






